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質問 

通常総会で時間切れとなってしまった場合、後日総会を開催するためにはどのような手

続きが必要ですか。 

（相談概要） 

通常総会で、6つの議案を審議する予定でしたが、総会が紛糾し第 2号議案で時間切れとなってしまい

ました。後日総会を開催するためにはどのような手続きが必要ですか。 

 

  回答 

一般的に、総会の成立後に議事に入らず、会日を後日に変更することを「延期」といい、

議事に入った後に時間不足その他の事由により審議未了のまま総会を中断し、残りの議

事を後日に継続することを「続行」といいます。後日開かれる総会は、延会あるいは継

続会といわれています。(株主総会等) 

開催時間等の都合により、総会を中断し後日再開する場合は、この継続会にあたります。 

株主総会については、総会の延期又は続行の規定があり、総会の決議事項とされていま

すが、区分所有法上の総会も同様に解するべきと考えられます。したがって、議長の判

断でこれを決定することはできず、議場に諮る必要があります。 

議場で総会の続行と、その日時、場所を決議すれば、継続会は中断した総会と一体のも

のと解せられますので、あらためて招集通知は不要です。また、継続会の議題が当初の

議題に限られる場合は、当初の委任状がそのまま有効と認められます。 

なお、当初の総会の議題のほかに新たに議題を追加したい場合、追加議題については当

初の総会との同一性がありませんので、新たに招集手続きを行って議案上程する必要が

生じます。この場合は、当初の委任状をそのまま使うことはできません。 
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